
内
閣
衆
質
一
五
六
第
三
五
号

平
成
十
五
年
五
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
非
常
勤
職
員
の
う
ち
、
高
額
給
与
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
九
日
受
領

答

弁

第

三

五

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
国
家
公
務
員
非
常
勤
職
員
の
う
ち
、
高
額
給
与
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
１０
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
。
以
下
「
特
別
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
及
び
防
衛
庁
の

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
。
以
下
「
防
衛
庁
給
与
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十

六
条
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
（
以
下
「
非
常
勤
国
家
公
務
員
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
、
非
常
勤
国
家
公
務
員
の
う
ち
勤
務
一
時
間
に
つ
き
支
給
さ
れ
る
給
与
の
額
（
以
下
「
時
給
額
」
と
い
う
。
）
を
算
出
で

き
る
も
の
は
、
一
般
職
給
与
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
及
び
防
衛
庁
給
与
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す

る
非
常
勤
職
員
で
一
般
職
給
与
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
の
例
に
よ
り
給
与
を
支
給
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
に
在
職
す
る
こ
れ
ら
の
職
員
の
う
ち
、
時
給
額
が
高
い
上
位
五
十
人
（
以
下
「
時
給
額

上
位
五
十
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
給
額
、
一
か
月
以
上
任
用
さ
れ
た
者
に
係
る
一
か
月
に
支
給
さ
れ

一



た
給
与
（
常
勤
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
相
当
す
る
給
与
（
以
下
「
期
末
手
当
等
相
当
給
与
」

と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
の
最
高
額
、
一
年
以
上
任
用
さ
れ
た
者
に
係
る
一
年
間
に
支
給
さ
れ
た
給
与
の
合
計
額
、
採
用
時

に
お
け
る
公
募
の
有
無
、
一
年
間
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
等
相
当
給
与
の
額
並
び
に
退
職
手
当
の
支
払
の
有
無
及
び
そ
の

額
の
算
定
式
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
一
般
職
給
与
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
、
特
別
職
給
与
法
第
九
条
に
規
定
す
る
非
常
勤
職

員
及
び
防
衛
庁
給
与
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
非
常
勤
職
員
で
一
般
職
給
与
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
勤

職
員
の
例
に
よ
り
給
与
を
支
給
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
給
与
の
額
を
勤
務
一
日
に
つ
き
支
給
す
る
額
と
し
て
定
め

て
お
り
、
勤
務
時
間
の
長
短
に
対
応
し
て
定
め
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
、
時
給
額
を
算
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

時
給
額
上
位
五
十
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
大
学
の
教
員
が
四
十
六
人
及

び
医
師
が
四
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
短
時
間
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
給
与
の
額
に
つ
い
て
は
、
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を

活
用
し
て
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二



な
お
、
別
表
第
一
に
お
示
し
し
た
時
給
額
等
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
所
属
省
庁
名
等
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
１０
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
非
常
勤
国
家
公
務
員
の
う
ち
、
日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
職
員
で
勤
務
時
間
が
一
日
に
つ
き
八
時
間
と
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
、
一
週
間
に
つ
き
五
日
勤
務
す
る
も
の
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
平
成
十
五
年
二
月
二
十
八
日
に
在
職
す
る
こ
れ
ら
の
職
員
の
う
ち
、
勤
務
一
日
に
つ
き
支
給
さ
れ
る
給
与
の
額
（
以

下
「
日
給
額
」
と
い
う
。
）
が
高
い
上
位
五
十
人
（
以
下
「
日
給
額
上
位
五
十
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

日
給
額
、
一
か
月
以
上
任
用
さ
れ
た
者
に
係
る
一
か
月
に
支
給
さ
れ
た
給
与
（
期
末
手
当
等
相
当
給
与
を
除
く
。
）
の
最
高

額
、
一
年
以
上
任
用
さ
れ
た
者
に
係
る
一
年
間
に
支
給
さ
れ
た
給
与
の
合
計
額
、
採
用
時
に
お
け
る
公
募
の
有
無
、
一
年
間

に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
等
相
当
給
与
の
額
並
び
に
退
職
手
当
の
支
払
の
有
無
及
び
そ
の
額
の
算
定
式
は
、
別
表
第
二
の
と

お
り
で
あ
る
。

二
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

日
給
額
上
位
五
十
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
種
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
大
学
の
教
員
が
四
十
九
人
及

三



び
医
師
が
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
期
間
が
限
定
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
一
定
の
目
的
が
達

成
さ
れ
次
第
終
了
す
る
業
務
や
業
務
量
の
増
加
が
一
時
的
な
も
の
と
予
想
さ
れ
る
業
務
な
ど
常
勤
を
要
し
な
い
業
務
に
従
事

さ
せ
る
た
め
、
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
給
与
の
額
に
つ
い
て
は
、
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経

験
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
別
表
第
二
に
お
示
し
し
た
日
給
額
等
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
た
め
、
所
属
省
庁
名
等
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
は
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

四
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